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０．本調査研究の目的 

１）検討の背景と目的 

○生活保護受給者の中には、保護受給中に居所がわからなくなり、連絡が途絶えてしまうケースが存在する

ことが確認されている。生活保護制度は、その制度的な位置づけからも、安易に停・廃止を行ってしまうと、

たちまちにして生命の危機をもたらす恐れもあるため、停・廃止に際しては慎重な判断と、適正な行政手続き

の実施が求められる。 

○生活保護法では、第二十六条で保護の停止または廃止を行う際には、「書面」による通知が必要と定められ

ている。 

（保護の停止及び廃止） 

第二十六条 保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなつたときは、速やかに、保護の停止

又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。第二十八条第五項

又は第六十二条第三項の規定により保護の停止又は廃止をするときも、同様とする。 

○被保護者が申告している居所にいないことが明らかで、居所が不明となっている場合であっても、保護の

停・廃止を行う場合にはこの条文が適用されるが、その具体的な通知方法に関しては、現行の生活保護法上

では特別な規定は定められていない。そのため、居所が不明な場合であって、書面を対面で渡す・郵送で送付

するなど一般的に想定される方法により通知を行うことができない場合の手続きとして、一般法である民法

（民事訴訟法）の規定に基づく※1「公示送達」がある。 

○民法上の「公示送達」は、行政処分等を含む意思表示を相手方に到達させたいが、相手方の住所がわから

ないために、意思表示を到達させることができない場合に、その意思表示を到達させるための手続きであり、

被保護者（世帯）の居所がわからない場合には、裁判所の掲示板に通知事項を掲示して内容を周知すること

によって、その内容が通知したい相手に到達したとみなすという「到達主義」を補完する仕組みである。しかし、

その特性上、通知の送付対象（被保護者（世帯））の氏名とともに生活保護を受給しているという機微性の

高い事実を掲示し、広く周知することとなるため、他に手段がないためにやむを得ず採用する方法とはいえ

被保護者のプライバシー保護の観点で問題を有しているほか、自治体にかかる手続き上の事務負担が大きい

ことから、事務を預かる自治体が判断に窮している状況がある。 

○このような状況から、令和３年度の地方分権提案において、複数の自治体より居所不明となった被保護者

に対する保護の停・廃止の通知方法の明確化、生活保護関連法令における「公示送達」の規定を設けること

を含む諸措置を講じることを求める提案がなされ、閣議決定においては、居所不明の被保護者への保護

の停・廃止の通知方法について、地方公共団体の事務の実態等に関する調査研究事業の結果を踏まえ、

取扱いを明確化することを検討し、令和５年度中を目途に結論を得ることとされた。 

○本研究会は、こうしたことを踏まえ、居所不明の被保護者に対する自治体の対応の実態を把握するための

調査を実施し、その結果を踏まえて望ましい通知のあり方について検討を実施した。本報告は、研究会で

の議論の結果をとりまとめたものである。 

○なお、持家や賃貸住宅等の居宅（以下「一般居宅」という。）で生活していて居所不明となった被保護者と

無料低額宿泊所をはじめとする居宅以外※2の生活拠点から居所不明となった被保護者が見られているが、

本研究会ではその双方を想定して検討を行った。 

 

 
※1 地⽅税法上にも「公⽰送達」の規定があるが、⽣活保護の通知には適⽤できない。 
※2 無料低額宿泊所は⽣活保護制度上では居宅として扱われるが、本報告では保護施設等と同様、「居宅外」として扱う。 
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２）生活保護の現場における現在の対応状況 

○本研究会が令和４年度に実施した福祉事務所調査※3の結果から、福祉事務所の 55.4％が生活保護受給

期間中に被保護者の居所が不明となり、何らかの対応を行った事案を経験しており、居所不明であることを

理由として保護停・廃止に至った事案についても、福祉事務所の 43.8％が経験している（参考資料P5）実態が

明らかになった。 

○居所が不明な場合の調査としては、現状では、一般居宅の場合は「訪問」し、不在の場合は「郵便受けに

連絡依頼を投函」するほか、「被保護者へ電話連絡」、「他部署・他機関に問い合わせ」が行われ、居宅以外

の場合は、「他部署・他機関への問い合わせ」、「被保護者への電話連絡」が行われている（参考資料 P6）。

福祉事務所の３割は、こうした調査の結果、居所が判明した事案を経験している（参考資料 P6）。 

○同調査では、居所不明のために停・廃止となった被保護者の多くが中高年の単身男性であることも明らか

になった。生活保護以外の収入がない人が約６割、稼働収入がある人も２割弱見られた（参考資料 P7）。

保護受給期間が１年未満の割合が高く、一般居宅の場合で 52.7％、居宅以外では 77.2％にのぼる。過去に

居所不明のために保護の停・廃止を受けたことがある被保護者も、一般居宅の場合で 23.0％、居宅以外

では 40.8％を占めており、いわゆる居住不安定な状況にある場合が多いことがうかがわれる（参考資料 P8）。 

○居所不明の疑いが生じた場合「原則窓口支給に切り替えることとしている」福祉事務所の割合は 36.7％、

居所不明となった事案（世帯）単位※4でみると、実際に窓口支給に切り替えた割合は、一般居宅の場合で

43.4％、居宅以外で 17.5％にとどまっている（参考資料 P8）。 

○居所不明の判定方法は、ケース診断会議ないしそれ以外の福祉事務所内の合議を経て判定している事案が

７割超を占めている（参考資料 P9）。 

○居所不明による停・廃止を行った場合の通知方法は、多くの福祉事務所では「普通郵便」または「簡易書留・

書留、内容証明」で送付し、返送された場合にはその通知書類を「福祉事務所の手元に保管」するといった

対応がなされており、「公示送達」を実施した割合は 1.6％（令和４年度福祉事務所調査。一般居宅より居所

不明となった 625 事案中 10 件（８福祉事務所，１事務所当たり平均 1.25 件）、居宅以外より居所不明となった

424 事案中 7 件（５福祉事務所，１事務所当たり平均 1.4 件））に留まっていることが明らかになった（参考資料

P9）。 

○また、同調査では、被保護者が居所不明となった場合の課題として、「公示送達の手続きが負担である」

（31.0％）、「公示送達の申請費用が負担である」（17.7％）、「公示送達以外に、どのような通知方法がある

かわからない」（30.9％）など通知に関する課題が挙げられた。さらに、通知に関する課題以外にも、「調査

手法について、どのようなことをどの程度実施すれば十分であるか判断が難しい」（76.8％）、「調査期間に

ついて、どの程度であれば十分であるか判断が難しい」（69.0％）、「停・廃止の判断が難しい」（60.9％）、

「窓口支給への切替後、被保護者の来所をどの程度の期間待つべきか判断が難しい」（51.1％）等、停・廃止

に至るまでのプロセスにおける判断の難しさが過半数を超える福祉事務所で指摘された。地方分権提案に

おいても、提案団体側より、裁判所に対する「申立書や各種資料の準備に多大な労力を要する」ことが指摘

されている。 

○被保護者が抱える問題が複合化・高度化する中で、福祉事務所およびケースワーカーに求められる業務も

増加し、多様化・複雑化する傾向が見られていることも考慮する必要がある。 

 
※3 令和４年度社会福祉推進事業「被保護者の居所不明を理由とした保護の廃⽌・停⽌にかかる福祉事務所の事務取扱に

関する調査研究事業」において、全国 1,250 全ての社会福祉事務所に対しメールによるアンケート調査を実施、この
うち 897 福祉事務所（回収率 71.8％）から、令和４年度 4 ⽉以降調査実施（11 ⽉）までに被保護世帯全員が居所不
明となっていると判定し保護の停・廃⽌に⾄った事案 1,049 件分の回答を得た。 

※4 収集した事案の内訳は、居宅から居所不明となった事案 625 件、居宅以外から居所不明となった事案 424 件である。 
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１．検討の基本的な考え方 

○生活保護の停・廃止を行う場合は、生活保護法の規定に基づき、書面をもって被保護者に通知を行わな

ければならないこととされており（生活保護法第２６条）、「書面」が被保護者に「到達」しなければ、通知が

行われたこととはならない（到達主義）。 

○一方で、現行の生活保護法上では、被保護者の居所が不明な場合の通知方法に関する特別な規定がない

ことから、書面を対面で渡す・郵送で送付するなど一般的に想定される方法により通知を行うことができない

場合は、民法（民事訴訟法）の規定に基づき、「公示送達」を行うこととなる。民法上の「公示送達」は、その

特性上、通知の送付対象（被保護者（世帯））の氏名とともに生活保護を受給しているという機微性の高い

事実を掲示し、広く周知することとなるため、他に手段がない場合にやむを得ず採用する方法とはいえ、

被保護者のプライバシー保護の観点で問題を有しており、活用に当たっては慎重な検討が必要である。

また、生活保護の停・廃止という被保護者の権利に重大な影響を与える処分は、可能な限り直接通知される

必要がある。 

○加えて、居所不明となった被保護者（世帯）がいる場合は「公示送達」を行うことを改めて徹底することは、

現場の実情から考えて、事務負担が増加し、自立の助長のためのケースワークおよび最低生活保障のため

の保護費支給事務の両面で生活保護の適正な実施に支障が生じる恐れがある。なお、居所不明を理由と

して行われた保護廃止決定処分の適法性が争われた訴訟等は少数ながらあるものの、保護の停・廃止

やそれと同様の不利益処分について「公示送達」を含む処分通知の到達の有無が争点とされた事例は

公刊・公表されている裁判例等の検索による調査で見つかっていない。 

○居所不明の被保護者（世帯）を経験している福祉事務所が約半数にのぼることや、令和４年度調査の中で

調査方法や停・廃止に至るまでのプロセスにおける判断の難しさが過半数を超える福祉事務所で指摘された

実態を考慮すると、被保護者（世帯）が居所不明となった場合の保護停・廃止の決定に関する本人への

「通知のあり方」だけではなく、通知の前提として、被保護者（世帯）と連絡が取れない場合にどのような

段取り（手続き、手順）で居所不明であると判断し、保護の停・廃止を決定するかというプロセスに対する

考え方の整理が必要と考えられる。このため、本研究会では、通知に関する考え方とともに、「居所不明と

判定し、保護を停・廃止する手続きのあり方」についても併せて検討を行い、本報告に含めることとした。 

○なお、本研究会では、被保護者が居所不明となった場合の取扱いに対象を限定して議論を行っており、

以下でまとめる内容は、生活保護における通知全般について検討されたものではないことに留意が必要で

ある。 
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２．居所不明による保護停・廃止の実施にあたっての手続きのあり方 

○生活保護受給中に被保護者の居所が不明（失踪）となる事案の中には、生命や身体に危険が迫っている

ような事案が含まれることもあり、まずは被保護者の安全確保の観点からも居所を確認するための調査が

適切に行われる必要がある。また、被保護者（世帯）の最低生活を保障するセーフティネットとしての機能を

考慮すると、保護の停・廃止を行う際には、慎重に要保護性を確認・判断する必要がある。通知との関わり

では、状況等に応じて適切な調査が行われることによって、居所不明による保護停・廃止を行う必要のある

事案が結果的に減少すれば、通知を行う必要性がなくなる（減少する）ことにもつながるほか、やむを得ず

「公示送達」を実施する際にも、裁判所への申請に必要となる「公示送達」の必要性の説明材料として活用

できる。 

○以下は、本研究会で協議しとりまとめた居所不明となった被保護者（世帯）事案の保護の停・廃止に関する

検討プロセスの参考例である。個々の事案により、居所不明となった者が置かれている状況や福祉事務所との

関係性等が異なることから、必ずしもこの通りに実施することが求められるものではなく、また、プロセス上で

示す調査方法等についてもここに記載したものがすべての方法を網羅しているものではない点に留意が

必要である。 

○施設や無料低額宿泊所等に入所（入居）して居宅以外で生活する被保護者（世帯）と、持家や賃貸住宅等の

一般居宅で生活する被保護者（世帯）の違いを考慮し、それぞれの場合の参考例を提示する。 

○なお、検討プロセス参考例上で保護の停・廃止通知についても位置付けているが、詳細な考え方は次章で

示すこととする。被保護者に停・廃止の通知が到達するまでは、手続法の観点からは停・廃止処分の効力が

発生していないこととなる点に留意し、本人が福祉事務所を訪れた場合には、それを踏まえ適切に対応を行う

必要がある。 

 

【居宅以外の被保護者の場合】 

 無料低額宿泊所、簡易宿泊所、医療機関長期入院等、居宅以外で生活保護を受給していた被保護者

の場合、入所先の施設管理者等からの連絡で居所不明であることが発覚することが多い。その際、施設

管理者より、いつから不在で連絡がつかないのか、残置物があるのか等の状況を詳しく確認する。 

 その後、本人への連絡を試みる。電話のほか、電子メールやショートメール等の電子的な手段も利用し、

可能な限り連絡がつくよう試みる必要がある。 

 勤務先等に連絡をする場合は、本人が生活保護を受給していることを伝えていない場合があることに

配慮した対応が必要である。 

 保護の廃止を実施する前に、被保護者の来庁を促す目的で、窓口支給への切り替えを実施し、一定

期間連絡を待つことが望ましい。 

 居宅以外の被保護者の場合は、居住不安定で他自治体で生活保護を再度申請する人もあることから、

そのような場合に新規の申請により速やかに生活保護を受給できる方が、前住所地の自治体に戻って

生活保護受給を再開するよりも本人にとって利便性が高いことを勘案し、一定期間来庁待ちを行った後

は、停止を経ず、廃止とすることが想定される。保護の廃止は、ケース診断会議に諮る等、組織的に十

分検討のうえ、決定する必要がある。 
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居所不明となった場合の保護停・廃止決定の過程【参考例】 
［居宅以外の被保護者の場合］ 

 
 

□ 入所先施設管理者等から外出したまま長らく戻らないと連絡があった 
 
 

□ 入所先施設管理者に居室確認を依頼し、所有物の残置状況等、戻ってくる意思があるかないか

の判断に資する情報を収集するとともに、本人と連絡がとれた場合は担当ワーカーへ連絡して

ほしい旨を依頼。 

「被保護者が何月何日から戻らず､行方がわからない」という実態として退所している状態にある

ことの説明とそれを受けて施設として「退所扱いとする」旨の書面の提出を依頼する（施設より書面

の提出がない場合は、聞き取った内容をケース記録に記録する） 

□ 本人への連絡を試みる 

○架電 

○（可能な場合）電子メール、ショートメール、SNS 等でのメッセージの送信 

□ 親族・緊急連絡先に連絡・状況を説明し、状況を確認。 

本人と連絡がとれた場合は担当ワーカーへ連絡してほしいと依頼 

○本人との連絡状況 

○居住実態 

○不在理由（入院、転居等）に関する認識 等 

□ 本人が通院している医療機関に訪問または架電して最終通院日を確認。 

本人が通院した場合は担当ワーカーへ連絡してほしいと依頼 

□ 住民票所管課に異動の有無を確認（実施機関の自治体に住民登録している場合） 

□ （勤務先に保護受給を伝えている場合）勤務先に連絡・状況を説明し、状況を確認。 

本人と連絡がとれた場合は担当ワーカーへ連絡してほしいと依頼 

○勤務状況、最終勤務日 等 
 
 

□ 査察指導員に調査結果を報告し、「居所不明」状態にあることを判定する 

○入所先施設での居住実態が確認できないこと 

○現在の居所が不明であること 

○実施した調査方法以外に本人と連絡を取る手段が考えられないこと 

□ 保護費の支給方法を「口座振込」から「窓口給付」に変更するかを、査察指導員と協議し、 

方針を決定 
 
 

□ 次回保護費支給時に、窓口に来訪がないことを確認する 
 
 
 

□ 「１．居所を確認するための調査」と同じ内容を再度実施し、変化の有無を確認する 

□ 住民登録していない場合は文書にて住民登録地または本籍地への照会も実施する 

（「居所不明」の判定から一定期間、変化の有無をモニタリングする） 
 
 

□ ケース診断会議で、「居所不明」の判定の妥当性と継続状況を確認した上で、 

保護を「廃止」して差支えがないかを確認した上で、保護の「廃止」を決定する 
 

居所不明の疑い事案の発生 

１．居所を確認するための調査 

２．査察指導員への報告・協議、「居所不明」の判定 

３．保護費の支給方法を「窓口支給」に切り替え 

４．「居所不明」状態が継続していることの確認調査 

５．ケース診断会議の開催 

６．保護の「廃止」 
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【一般居宅の被保護者の場合】 

 本人/世帯員への連絡等では、電話のほか、電子メールやショートメール等の電子的な手段も利用し、

可能な限り連絡がつくよう試みる必要がある。 

 家主・不動産会社や、勤務先等に連絡をする場合は、本人が生活保護を受給していることを伝えていない

場合があることに配慮した対応が必要である。 

 保護の停・廃止を実施する前に、被保護者の来庁を促す目的で、窓口支給への切り替えを実施し、一定

期間待つことが望ましい。 

 一般居宅から居所不明となった事案で保護の停・廃止を行う場合は、いきなり廃止するのではなく、一旦

停止を行い、一定期間おいた上で廃止とすることが望ましい。保護の停・廃止の決定は、ケース診断会議

に諮る等、組織的に十分検討のうえ、決定する必要がある。 
 

居所不明となった場合の保護停・廃止決定の過程 【参考例】 

［一般居宅の被保護者の場合］ 
 

 

□ 被保護世帯全員
．．

と連絡がとれない 

□ 訪問しても不在等で居住実態が確認できない 
 
 

□ 本人/世帯員への連絡を試みる 

○架電 

○（可能な場合）電子メール、ショートメール、SNS 等でのメッセージの送信 

□ 居宅を訪問し、状況を確認、ポストに連絡メモ（担当ワーカーへの連絡依頼）を投函 等 

○居住の形跡 

○郵便物の有無 

○電気、ガス等のメーターの状況 等 

□ 親族・緊急連絡先に連絡・状況を説明し、状況を確認。 

本人/世帯員と連絡がとれた場合は担当ワーカーへ連絡してほしいと依頼 

○本人/世帯員との連絡状況 

○居住実態 

○不在理由（入院、転居等）に関する認識 等 

□ 本人/世帯員が通院している医療機関に訪問または架電して最終通院日を確認。 

本人が通院した場合は担当ワーカーへ連絡してほしいと依頼 

□ 住民票所管課に異動の有無を確認（実施機関の自治体に住民登録している場合） 

□ 上水道所管課に水道使用の状況を確認 

□ （代理納付の場合）家主・不動産会社に連絡・状況を説明し、状況を確認。 

本人と連絡がとれた場合は担当ワーカーへ連絡してほしいと依頼 

○居住実態 

○家賃の支払い状況 

○本人/世帯員からの転居の申し出の有無 等 

□ （勤務先に保護受給を伝えている場合）勤務先に連絡・状況を説明し、状況を確認。 

本人と連絡がとれた場合は担当ワーカーへ連絡してほしいと依頼 

○勤務状況、最終勤務日 等 

□ （子どもがいる場合）通っている学校・保育所等に連絡・状況を説明し、状況を確認。 

本人と連絡がとれた場合は担当ワーカーへ連絡してほしいと依頼 

○通園(通所)・通学状況、最終通園(通所)・通学日 等 

□ (児童虐待・DV 等で身を隠している世帯の場合) 査察指導員とも協議しながら、福祉事務所と

して、児童相談所・警察等の関係機関と適切に連携し、調査方法や対応を協議する 

居所不明の疑い事案の発生 

１．居所を確認するための調査 
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□ 査察指導員に調査結果を報告し、「居所不明」状態にあることを判定する 

○届けられている居所に居住の実態が確認できないこと 

○現在の居所が不明であること 

○実施した調査方法以外に本人/世帯員と連絡を取る手段が考えられないこと 

□ 保護費の支給方法を「口座振込」から「窓口給付」に変更するかを、査察指導員と協議し、 

方針を決定する 

 

 

□ 次回保護費支給時に、窓口に来訪がないことを確認する 

 
 
 

□ 「１．居所を確認するための調査」のうち、以下を再度実施し、変化の有無を確認する 

○本人/世帯員への連絡 

○親族・緊急連絡先への連絡 

□ 住民登録していない場合は文書にて住民登録地または本籍地への照会も実施する 

（「居所不明」の判定から一定期間、変化の有無をモニタリングする） 

 

 

□ ケース診断会議で、「居所不明」の判定の妥当性と継続状況を確認した上で、 

保護を「停止」して差支えがないかを確認した上で、保護の「停止」を決定する 

 

 

□ 保護停止の決定通知を配達証明扱いで登録住所宛に郵送し、配達証明はファイルに保管 

□ 「受取人なし」で返送された場合は、通知を封書ごとファイルに保管 

 

 

□ 「１．居所を確認するための調査」のうち、以下を再度実施し、変化の有無を確認する 

○本人/世帯員への連絡 

○親族・緊急連絡先への連絡 

（保護停止からさらに一定期間、変化の有無を モニタリングする） 

 

 

□ ケース診断会議で、「居所不明」かつ窓口来訪がない状態の継続を確認した上で、 

保護継続の必要性を検討し、必要性がないと判断された場合は、保護「廃止」を決定する 

 

 
 

  

２．査察指導員への報告・協議、「居所不明」の判定 

３．保護費の支給方法を「窓口支給」に切り替え 

４．「居所不明」状態が継続していることの確認調査 

５．ケース診断会議（停止の判断）の開催 

６．保護の「停止」 

７．「居所不明」状態および窓口来訪がない状態が継続していることの確認調査 

８．ケース診断会議（廃止の判断）の開催 

９．保護の「廃止」 
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３．居所不明による保護停・廃止の決定に関する本人への通知のあり方 

１）通知に関する基本的な考え方 

○生活保護法の定めに従い、保護の停・廃止を行う場合には、本人に対する通知が必須である。このことは、

居所不明の被保護者であっても例外とはされておらず、居所不明のため書面を対面で渡す・郵送で送付

するなど一般的に想定される方法により通知を行うことができない場合は、現状では、民法（民事訴訟法）上

の「公示送達」を実施することとなる。 

○しかし、冒頭でも述べたとおり、「公示送達」は、裁判所の掲示板に通知事項を掲示して内容を周知すること

によって、その内容が通知したい相手に到達したとみなす仕組みであるという特性上、通知の送付対象

（相手方）の氏名とともに生活保護を受給しているという機微性の高い事実を掲示し、広く周知することとなる

ため、やむを得ず採用する方法とはいえ、被保護者のプライバシー保護の観点で問題を有しており、この

手段を活用するかどうかは慎重に検討する必要がある。 

○こうしたことを踏まえ、研究会で以下の４つの通知方法の可能性について議論を実施した。 

①普通郵便で送付する 

②配達証明で送付し、返送された通知を福祉事務所で保管する 

③親族・緊急連絡先に送付する 

④電子メール等の手段による電子的通知を利用する 

○①については、生活保護法第 61 条に居住地届け出義務が位置付けられていることから、その届出がない場合

において届出住所に郵送し、福祉事務所に返送されて来ないことをもって到達したとみなすという考え方で

ある。被保護者にとって不利益処分となり得る事項を扱う通知について、届出された住所に居住実態が確認

できない状況で、到達しない可能性があることを認識した上でその住所地に通知を送付することは、本人に

到達しない可能性があると認識した上で送付するという矛盾を孕んでいる。 

○②については、前章の参考例でも示したとおり、居所不明となった場合の保護停・廃止決定の過程において

「必要条件」となる手続きであると考えられる。しかし、返送され到達していないことが明らかであり、「到達主義」

の観点からみて「十分条件」を満たしているとは必ずしも言えない。ただし、「公示送達」を実施する場合は、

配達証明にて送付した通知が返送された事実をもって、「公示送達」の必要性を説明するひとつの要素とする

ことができる。 

○③については、親族・緊急連絡先となっている者が、当該被保護者と連絡を行うことができ、かつ、通知を渡す

ことができる場合であれば、活用可能な手段となり得るが、連絡がつかない、あるいは連絡がついても書面を

渡すことができる状態にない場合は、通知を到達させるための有効な手法とは言い難い。 

○④については、令和元年 12 月に施行された情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（以下

「デジタル手続法」という。）に基づき、電子メール等により通知を行う方法である。令和４年度福祉事務所

調査でも、居所が不明となった後も、電話や電子メール等では連絡がついていたケースの存在が報告され

ており、生活保護における行政処分も、対象外とは規定されておらず、法制度上は電子的な通知が可能と

解釈されることから、研究会でも議論を行った。研究会では、生活保護の停・廃止に関する通知のような、

被保護者（世帯）にとって重要な内容を、電子メール等の電子的通知で行うことが馴染む（国民に受け入れら

れる）のかは慎重に考える必要があるとの結論に至った。少なくとも、電磁的方法で通知を行うのであれば、
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被保護者に事前に丁寧な説明を行い、予め電磁的方法で通知を受けることに同意を得ておく必要があり、

現段階では、参考例に示した過程の「１．居所を確認するための調査」において本人と連絡をつけるための

手段としての活用に留めるのが望ましいと考えられる。 

 デジタル手続法の施行により、国による行政処分に関する通知は「オンライン化実施を原則化」、地方

公共団体等は努力義務と位置付けられた。これにより、一般的な行政通知に関しては電子メール等に

よる通知が認められることとなった。（参考資料 P14） 

 生活保護における行政処分も、対象外とは規定されていないことから、法制度上は電子的な通知が可能

と解釈されるが、電磁的通知が可能となるのは、通知を受ける者が予め電磁的方法で通知を受けること

を意思表示している場合に限られる。「対面により本人確認を行うべき場合、処分通知にその原本を交付

する必要がある場合など、電子的に行うことが困難または著しく不適当と認められる部分がある場合」は、

処分通知は電子化できない、ともされている。（参考資料 P14） 

 仮に電磁的方法で通知を行う場合には、被保護者が保護の停・廃止というような重要な処分の通知が

電磁的方法で行われる場合があることを含め、通知があった場合にその内容を適切に理解することが

できるよう、事前に丁寧な説明を行った上で、同意を得ておく必要があると考えられる。（参考資料 P14） 

○なお、生活保護制度上で、処分通知等に関して電磁的通知を適用するためには、以下のような点に関する

論点の整理が必要と考えられる。 

【電磁的通知の活用に向けた実務上の論点】 

 電子的通知に使用するツールの範囲 ： 各ツールの浸透度を考慮し、検討する必要がある 

 使用する端末 ： 福祉事務所が所有する PC・スマートフォン・携帯電話等に限定するか否か 

 事前説明・同意の確認方法・タイミング 

 被保護者の電磁的ツール（PC・スマートフォン・携帯電話等）の習熟度 

 通知方法 ： メール本文の記載でよいのか、書面ファイルの添付か、URL と開封キーを知らせて 

         福祉事務所のホームページ等へのアクセスを誘導して通知内容を知らせるのか 等 

 通知の到達（起算点）の考え方の整理 

 送信先間違い等の場合の対処 

 通知を実施した場合の記録方法 ： 通知の保存・記録、通知の実施に関する記録 等 

 被保護者からの連絡の取扱いルール・対応方法 

 関連手続き・他制度との整合整理 ： 居所不明の場合の停・廃止処分通知以外の連絡・通知のあり方、 

         被保護者からの連絡・申請のあり方、国民健康保険加入等生活保護廃止後の各制度適用、 

        （将来的には）マイナンバー制度・マイナポータル制度との関係性の整理 等 

 

２）「公示送達」を実施する場合について 

○ここまでの検討のとおり、現行法上、居所不明のため、書面を対面で渡す・郵送で送付するなど一般的に

想定される方法により通知を行うことができない被保護者に対して行う通知を到達させるための手段としては、

「公示送達」を行うこととなるが、「公示送達」の手法そのものにも、やむを得ず採用する手段とはいえ、被保

護者のプライバシー保護上問題があることから、その積極的な活用が望ましいとは言えない。「公示送達」を

実施する場合は、機微性の高いプライバシー情報を公にしてもなお、「公示送達」を行うしか方法がないこと

を、組織的に議論し、判断する必要がある。 

○また、「公示送達」の手続きに関しては、次の点が参考になると考えられる。 
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 民法第 98 条に基づく「公示送達」の手続きは、裁判所のホームページ※5に説明が記載されている。それに

よると、相手方に到達させる意思表示が記載された通知書、意思表示の公示送達申請書および添付書類

を予納郵便切手とともに提出することとなっている。申請書では、申立人、相手方それぞれに関する情報

のほか、申立の趣旨と理由の説明を記載する必要がある。また、添付書類として、相手方の住民票または

不在住証明書等、返送された郵便物、相手方が居所不明と判断するに至った調査の報告書等の提出が

必要となる。提出書類の作成には、停・廃止の判断や公示送達の実施についての組織的な検討・判断

のために使用した資料を材料として活用できる。（参考資料 P16-22） 

 また、「公示送達」は居所が判明しない場合に限定して利用される仕組みであることから、一般的な民事

訴訟の判決では、居所不明であることを確実にするため、申請の前に以下のような事項を行うことが求め

られており、居所不明の被保護者に関して行う「公示送達」においても、これらに配慮することが必要と

考えられる。（参考資料 P27） 

 居住先を知っている場合や、前住所地等に居住している可能性が否定できない場合等、居所が判明

する可能性がある場合は適切に確認をして居所が判明しないことが確認されていること 

 考え得る通常の調査方法で十分探索していること 

 その際、過去に電子メールのやりとりをしていた場合や、SNS 等で本人と思われるアカウントを認識して

いる場合は、それらを活用して連絡を試みた上で、連絡がつかないことが確認されていること 
 

３）生活保護独自の新たなルールの検討をどう考えるか 

○ここまで整理したとおり、居所不明の被保護者に対する生活保護の停・廃止通知に関しては、書面を対面

で渡す・郵送で送付するなど一般的に想定される方法により通知を行うことができない場合は、公示送達を

行うこととなるが、やむを得ず採用する手段とはいえ、被保護者のプライバシー保護上問題があることから、

例えば地方税法の規定のように簡略化した手法とした場合でも積極的な活用が望ましいとは言えない。 

生活保護制度は、保護費の支給による最低生活保障とともに、自立の助長のためのケースワークを行うための

制度であり、対面での対話を重視する制度設計となっているため、必ずしも被保護者（世帯）の居所が不明

となることを想定とした制度設計とはなっていないことが指摘できる。このため、被保護者（世帯）の居所が不明

である場合の保護の停・廃止の通知方法に関して特別な定めが置かれていないものと考えられる。現行制度に

おける通知手段としては民法（民事訴訟法）の規定に基づく「公示送達」であると整理するほかないが、これまで

指摘した課題を克服する方法が存在するか否か、十分な検討が必要であり、中期的には、生活保護制度の特

性を踏まえた新たなルールを含めて検討していくことが望まれる。 

○検討にあたっては、被保護者のプライバシー保護に配慮した仕組みであることが必要条件と考えられる。

例えば、生活保護法第６１条に規定されている被保護者（世帯）の居所を報告する義務との関係で、報告が

なく居所が明らかにならない場合に限っては一時的に保護を停止するという仕組みを、書面による通知の

到達を伴わなくとも行える方法を検討することが考えられないか。または、やむを得ない事情により書面に

よる通知を到達させることができない場合には、「公示送達」以外の一定の方法をもって書面の通知に代える

とする仕組みを検討することも考えられる。一方で、保護の停・廃止という、被保護者にとって重要な権利

変動に関する通知であるため、簡素な通知方法を設けて停・廃止をしやすくするということは被保護者の

受給権の保障の観点には沿わないことに留意が必要である。そのうえで、「公示送達」以外の方法をもって、

プライバシーの保護と両立しつつ、権利保護も十分に考慮した、妥当な方法としてどのようなものが考えられ

るか、具体的な方法の検討に当たっては様々な課題があるため、これまで述べた生活保護の特性を踏まえ、

検討を行うことが求められる。加えて、このとき、被保護者の受給権を保障する観点から十分な調査や検討を

経て判断するような仕組みとすることが望まれる。   

 
※5 https://www.courts.go.jp/tokyo-s/saiban/l3/Vcms3_00000347.html 
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意思表示の公示送達の申立てをされる方へ

【申立ての準備をする前に】

この手続きは，  あなたの意思表示を相手方に到達させたいが， 相手方が誰であるか分か

らないため， 又は， 相手方の住所が分からない （相手方が法人の場合には， 法人及び代表

者の所在が分からないことが必要） ために， 意思表示を到達させることができない場合に， そ

の意思表示を到達させるための手続です。

相手方の所在が判明していて， 相手方が郵便物を受領しないという場合には，この手続を利

用して意思表示を到達させることはできません。

また， あなたが相手方に対する訴訟提起を予定している場合には， 本手続の必要がない

場合があります。

申立てをすべき裁判所は， 相手方が所在不明の場合は， 所在不明になる直前の住所地 

（最後の住所） を管轄する簡易裁判所です。

以下は， 相手方が所在不明の場合の一般的な手続について説明しています。

１   通知書

ア 相手方に到達させる意思表示が記載された通知書を作成してください （既

に内容証明等の文書があればその文書でもかまいません。）。 なお， 形式は問

いませんが， できるだけＡ４判の用紙を使用してください。

イ 通知書は原本１部，  コピー４部を作成し，原本には通知者の印を押してく

ださい。

２   意思表示の公示送達申請書

ア 別紙に必要事項を記入し， 記名・押印し， 通知書のコピー（前記１イのコ

ピーの内の１部） を末尾に綴じてください（各頁に， ページ数を付け， 捨印

（上部余白） を押してください。）。

イ 収入印紙（１０００円） を１枚目の貼用印紙欄に貼ってください（割印は

しないでください。）。

３   予納郵便切手

合計１，０４８円分（５００円×２枚，  １０円×３枚，  ５円×２枚，２円×４枚）の切

手が必要です。 

ただし，  あらかじめ，到達証明申請（後記４ク参照） をして， 到達証明書を

郵送して欲しい場合，  これとは別に返送用の切手が必要です。 

また，裁判所からあなたへ， 電話又はファクシミリでの連絡に支障がある際

《参考》 公示送達に関する手続き（裁判所HP掲載資料）
　https://www.courts.go.jp/tokyo-s/saiban/l3/Vcms3_00000347.html
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には，別に， 事務連絡用の切手が必要になる場合があります。

４   添付書類等 （申請書と同時に提出する書類）

ア 申立人の資格証明書 （３か月以内のもの） （申立人が法人の場合）

イ 相手方の資格証明書（３か月以内のもの） （相手方が法人の場合）

ウ 相手方（代表者）の住民票又は不在住証明書等（３か月以内のもの）

エ 戻ってきた郵便物 （封筒及び書類） 

オ 通知書の原本（前記１アの郵便書類が通知書であることが多いと思われ

る。）

カ 通知書のコピー１部（前記１イのコピーの内の１部）

キ 調査報告書

調査報告書の用紙に記入してください。 用紙は一般的な所在不明を想定

して準備されていますから， 必要に応じて， 相手方が所在不明であること

（相手方が法人の場合には， 法人及び代表者の所在不明であること） がわ 

かるような内容を追加記載してください。

ク 到達証明申請書

公示送達の手続によって意思表示を記載した通知書が相手方に到達した

ことの証明書が必要な場合は， 到達証明の申請をしてください。

到達証明申請の用紙 （１枚目が申請用， ２枚目が証明用になります。） に

必要事項を記入 （到達年月日と２枚目  （証明用） 下欄の 「上記事項につき証明す

る。」以下の部分は記入不要です。），押印のうえ，申請用，証明用の２枚ともに送達す

る通知書のコピー（前記１イのコピーの内の１部） をそれぞれの末尾に綴じてください。

各頁に捨印（上部余白） を押し， ページ数を付けてください。

申請用紙の収入印紙欄に収入印紙１ ５ ０円分を貼付してください （割印

はしないでください。）。

到達証明書を郵送して欲しい場合には， 返送用の切手が必要です。 

※ 前記エ， オについては， 手続終了後に原本を返還することができます。

その場合は， そのコピー１部を同時に提出の上，  コピーに「原本還付」  と 

明記してください。 なお， 郵便での返還を希望する場合は， 返送用の切手

と受領書が必要です。

５   今後の進行について

ア 書面に不備や不足がある場合には， 担当係から連絡があります。

イ 公示送達の許可により，  当庁の掲示板へ公示送達の掲示がされ， 併せて区

役所掲示板にその旨掲示されます。 区役所の掲示から２週間経過したときに

公示送達の効力が生じます。 
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円 

印 

円 

 

 

 

 

 

 

意思表示の公示送達申請書 

 

令和    年    月    日 

簡易裁判所  御中 

 

 

貼用印紙欄 

 

 

 

 

 

 

受       付       印 

 

 

貼用印紙

予納郵券 

 住所（法人の場合は本店所在地） 

〒          －  

 

（電話             －             －             ）  

支店・営業所の住所    （電話       －          －             ）  

 

氏名 （会社の場合は会社名・代表者の資格・氏名）  

                                           印 

 

申   立   人 

  

住居所不明  

（最後の住所）  

〒          －  

 

氏名 （会社の場合は会社名・代表者の資格・氏名） 

 

相   手   方 
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を 

申   立   の   趣   旨

申立人から相手方に対する意思表示を記載した別紙

公示の方法によりなすことを求める。

申   立   の   理   由

申立人から相手方に対する別紙意思表示について， 相手方の住所 ・ 居所 

その他送達をなすべき場所が知れないため， 通常の手続に従っての送達をする 

ことができないので， 公示送達されるよう申し立てます。 

添 付 書 類 

・ 内容証明書及び同返戻郵便

・ 住民票の写し

・ 調査報告書

・ 不在住証明書

・ 資格証明書

各 通

通

通

通

通
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が 

印 

 

 

 

 

 

 

 

令和      年(サ)第 

 

 

 

 

 

 

（住所） 

 

 

 

（最後の住所） 

 

 

 

 

 

 

 

号意思表示の公示送達申立事件 

 

 

到  達  証  明  申  請  書 

 

 

 

 

申立人 

 

 

 

 

収入印紙 

 

 

１５０円 

相手方 

 

 

御庁上記事件につき， 意思表示を記載した別紙 

 

 

公示の方法により， 相手方 
 

 

したものとみなされた旨証明してください。 

 

 

令和      年      月       日 

 

 

申立人 

 

 

東京簡易裁判所民事第８室  御中 

 

 

に令和   年     月      日到達 

 

 

 

 

 

 

 

 

印 

 

 

 

受          書                    

 

 

上記証明書確かに受領いたしました。 

 

 

令和      年      月       日 

 

 

申立人 

 

 

東京簡易裁判所民事第８室  御中 
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が 

 

 

 

 

 

 

 

令和      年(サ)第 

 

 

 

 

 

 

（住所） 

 

 

 

（最後の住所） 

 

 

 

 

 

 

 

号意思表示の公示送達申立事件 

 

 

到  達  証  明  申  請  書 

 

 

 

 

申立人 

相手方 

 

 

御庁上記事件につき， 意思表示を記載した別紙 

 

 

公示の方法により， 相手方 

 

 

したものとみなされた旨証明してください。 

 

 

令和      年      月       日 

 

 

申立人 

 

 

東京簡易裁判所民事第８室  御中 

 

 

 

 

 

上記事項につき証明する。 

 

 

令和      年      月       日 

 

 

東京簡易裁判所民事第８室 

 

 

裁判所書記官 

 

 

に令和   年     月      日到達 

 

 

 

 

 

 

 

 

印 
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） 

印 

 

 

 

 

 

 

 

 

調      査      報      告      書 

申立人

相手方 

 

 

上記当事者間の令和                                        号意思表示の公示送

達申立事件について， 相手方の所在を調査した結果は下記のとおりですので， 報告します。 

 

 

 
１   調査をした担当者 

氏名                                （申立人との関係     

２   調査をした日時      令和   年     月      日   午前・午後      時      分 

３   調査をした場所 

 

 

 

４   調査先の人物 

 

 

 

５   調査内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和      年      月       日 

申立人 
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